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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年９月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年２月２日 １８時３７分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市松
まつ

島北方沖 

 久
く

須見
す み

鼻
はな

灯標から真方位２２７°２８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.６′ 東経１３３°４９.１′） 

事故の概要  貨物船第三美和
み わ

丸は、東南東進中、また、押船第二十五住
すみ

力
りき

丸は、

はしけＳ
エス

－１８と押船列を構成して西南西進中、第三美和丸とＳ－ 

１８とが衝突した。 

 第三美和丸は、船首部外板に凹損を伴う擦過傷等を生じ、また、Ｓ

－１８は、右舷船首部外板に破口を伴う擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第三美和丸、１９９トン 

   １３５５８６、株式会社ジェイエスマリン、千鳥海運株式会社

（船舶管理人）、有限会社六甲船舶（船舶借入人、Ａ社） 

   ５７.７９ｍ×９.５０ｍ×５.３８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１０年１月２９日 

Ｂ 押船 第二十五住力丸、６５トン 

   １３５２７５、有限会社住力商事（Ｂ社） 

   ２５.７５ｍ×８.３０ｍ×４.７５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年１１月２４日 

Ｃ はしけ Ｓ－１８、約１,０５１トン 

   なし、Ｂ社 

   ６２.４７ｍ×１６.００ｍ×３.２０ｍ、鋼 

   機関なし、１９９６年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７４歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６２年７月１７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年７月３日 

    免状有効期間満了日 令和４年７月１６日 

  航海士Ａ ７１歳 
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   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成６年３月１７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３１年１月１５日 

    免状有効期間満了日 令和６年３月１６日 

Ｂ 船長Ｂ ７５歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１３年９月２６日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和３年３月２９日 

    免状有効期間満了日 令和８年９月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に凹損を伴う擦過傷等 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷船首部外板に破口を伴う擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 南西、波高 約０.５ｍ、潮汐 ほぼ低潮時 

日没時刻：１７時３４分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、硫安約６３９ｔ

を積載し、令和４年２月２日１６時００分ごろ兵庫県東播磨港に向け

て福山港を出港した。 

 航海士Ａは、１６時１５分ごろ福山港南方沖で昇橋し、船長Ａから

船橋当直を引継ぎ、単独で船橋当直についた。 

 Ａ船は、１８時３０分ごろ、法定灯火を表示し、航海士Ａが、ＧＰ

Ｓプロッター及び０.７５海里（Ｍ）レンジでコースアップとした 

レーダーをそれぞれ作動させて、操舵室中央部で操舵装置の前に立っ

て手動操舵により操船を行うとともに見張りに当たり、約１００°

（真方位、以下同じ。）の針路及び約８.０ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で航行していた。 

 航海士Ａは、１８時３３分ごろ松島北西方沖を東南東進中、西南西

進しているＣ船を押航して反航するＢ船（以下「Ｂ船押船列」とい

う。）の右舷灯及び左舷灯を左舷船首方に目視で認め、ふだんから反

航する他船が右転していたので、Ｂ船押船列がいずれ右転してＢ船押

船列と左舷対左舷で行き会うことができると予想し、目視だけで大丈

夫と思い、目視のみで見張りに当たり、針路及び速力を保持して航行

した。 

 航海士Ａは、１８時３６分ごろ、Ｂ船押船列の左舷灯が見えなく 

なって接近してきたので、Ｂ船押船列と衝突する危険を感じ、右舵を

とったところ、松島に近づくので舵を中央に戻し、機関を停止したも

のの、間に合わず、１８時３７分ごろ、Ａ船の船首部とＣ船の右舷船

首部とが衝突した。 

 船長Ａは、衝突音を聞くとともに衝撃を感じ、機関が停止したの
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で、操舵室に昇橋したところ、Ａ船とＢ船押船列とが衝突したことを

認め、海上保安庁に本事故の発生を通報するとともにＡ社等に連絡

し、海上保安庁の指示により倉敷市水島港南方沖に錨泊した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、その船首部を空船のＣ船の船

尾凹部に嵌
かん

合してＢ船押船列を構成し、２日１２時００分ごろ福山港

に向けて兵庫県姫路港を出港した。 

 船長Ｂは、１６時００分ごろ香川県小豆島北方沖で昇橋し、前直の

航海士から船橋当直を引継ぎ、単独で船橋当直についた。 

Ｂ船押船列は、１８時３０分ごろ、法定灯火を表示し、船長Ｂが、

ＧＰＳプロッター及び１.５Ｍレンジでコースアップとしたレーダー

をそれぞれ作動させて、操舵室中央部で操舵装置の前に立って手動操

舵により操船を行うとともに見張りに当たり、約２６５°の針路及び

約９.５knの速力で航行していた。 

 船長Ｂは、１８時３５分ごろ松島北東方沖を西南西進中、Ａ船の左

舷灯を右舷船首方に目視で認め、レーダーでＡ船の映像を確認してＡ

船との距離が近いので、Ａ船と左舷対左舷で行き会うよう右舵をとろ

うとした際、右舷船首方の久須見鼻灯標の灯火がとても明るく近くに

あるように見えたので、右舵をとることを断念し、機関を微速にした

ところ、衝突が避けられない状況となり、機関を全速後進にしたもの

の、間に合わず、１８時３７分ごろ、約５～６knの速力でＡ船と衝突

した。 

 船長Ｂは、Ａ船が海上保安庁に本事故の発生を通報したことを知

り、Ｂ社に連絡し、海上保安庁の指示により水島港南方沖に錨泊し

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 その他の事項 航海士Ａは、Ｂ船押船列の左舷灯が見えなくなって接近し、Ｂ船押

船列と衝突する危険を感じたときにはどうすることもできなかったと

本事故後に思った。 

航海士Ａは、Ｂ船押船列に対して警告信号を、Ｂ船押船列とＶＨＦ

無線電話での交信をそれぞれ行っていなかった。 

海上衝突予防法には次のとおり定められている。 

第３４条 

５ 互いに他の船舶の視野の内にある船舶が互いに接近する場合に

おいて、船舶は、他の船舶の意図若しくは動作を理解することができ

ないとき、又は他の船舶が衝突を避けるために十分な動作をとってい

ることについて疑いがあるときは、直ちに急速に短音を５回以上鳴ら

すことにより汽笛信号を行わなければならない。この場合において、

その汽笛信号を行う船舶は、急速にせん光を５回以上発することによ

り発光信号を行うことができる。 
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船長Ｂは、Ｂ船押船列と久須見鼻灯標との間には十分な距離があっ

たので、距離の判断を誤らなければ、針路を右に転じてＡ船を避けら

れたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ船は、松島北西方沖において東南東進中、航海士Ａが、左舷船首

方に反航するＢ船押船列の右舷灯及び左舷灯を目視で認めた際、Ｂ船

押船列の動静を目視による見張りに頼って航行を続けたことから、Ｂ

船押船列と衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、左舷船首方に反航するＢ船押船列の右舷灯及び左舷灯

を目視で認めた際、Ｂ船押船列がいずれ右転してＢ船押船列と左舷対

左舷で行き会うことができると予想し、目視だけで大丈夫と思ってい

たことから、Ｂ船押船列の動静を目視による見張りに頼って航行を続

けたものと考えられる。 

航海士Ａは、左舷船首方に反航するＢ船押船列の右舷灯及び左舷灯

を目視で認めた際、ふだんから反航する他船が右転していたことか

ら、Ｂ船押船列がいずれ右転してＢ船押船列と左舷対左舷で行き会う

ことができると予想し、目視だけで大丈夫と思っていたものと考えら

れる。 

Ｂ船押船列は、松島北東方沖において西南西進中、船長Ｂが、右舷

船首方に反航するＡ船の左舷灯を目視で認め、レーダーでＡ船の映像

を確認してＡ船との距離が近いと気付いた際、右舷船首方の久須見鼻

灯標が近くにあると判断し、右舵をとることを断念したことから、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、右舷船首方に反航するＡ船の左舷灯を目視で認め、レー

ダーでＡ船の映像を確認してＡ船との距離が近いと気付いた際、久須

見鼻灯標の灯火がとても明るく近くにあるように見えたことから、久

須見鼻灯標が近くにあると判断し、右舵をとることを断念したものと

考えられる。 

原因 本事故は、夜間、松島北方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船押

船列が西南西進中、航海士Ａが、左舷船首方に反航するＢ船押船列を

認めた際、Ｂ船押船列の動静を目視による見張りに頼って航行を続

け、また、船長Ｂが、右舷船首方に反航するＡ船を認めた際、右舷船

首方の久須見鼻灯標が近くにあると判断し、右舵をとることを断念し

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、夜間は目視のみに頼らず、常に最善の状態とした
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レーダーを活用し、常時、適切な見張りを行うこと。 

・船橋当直者は、他の船舶の動静に不安を感じた場合は、警告信号

を発したり、ＶＨＦによる交信を行ったりして互いの操船意図を

共有すること。 

・船橋当直者は、間近に迫った反航する他の船舶の左舷灯を認めた

場合、針路を右に転じるなど衝突を回避するための措置を採るこ

と。 

  



- 6 - 

付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 
（令和４年２月２日 １８時３７分ごろ発生） 

久須見鼻灯標 

Ａ船 Ｂ船押船列 

１８時３０分ごろの場所 

１８時３０分ごろの場所 

Ｂ船押船列の右舷灯及び左舷灯を認めた場所 松島 

Ａ船の左舷灯を認めた場所 

衝突の危険を感じた場所 
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付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻        

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速度

（kn） 
北 緯     

（°－′－″） 

東 経      

（°－′－″） 

18:01:24 34-26-32.5 133-55-34.3 251.1 511  8.7 

18:03:25 34-26-28.5 133-55-13.9 259 511  8.6 

18:04:57 34-26-26.0 133-54-58.2 258.8 511  8.6 

18:06:55 34-26-23.3 133-54-38.0 262 511  8.6 

18:08:54 34-26-20.5 133-54-17.8 258.5 511  8.7 

18:10:55 34-26-17.5 133-53-56.5 261.7 511  9.1 

18:12:55 34-26-14.4 133-53-34.9 257 511  9.1 

18:14:54 34-26-11.0 133-53-13.4 260.8 511  9.2 

18:16:26 34-26-08.9 133-52-56.3 262.7 511  9.4 

18:18:24 34-26-06.8 133-52-34.5 262.3 511  9.2 

18:20:56 34-26-02.7 133-52-06.7 258.6 511  9.3 

18:22:54 34-26-00.1 133-51-44.1 262.9 511  9.6 

18:24:56 34-25-57.9 133-51-20.5 264.2 511  9.6 

18:26:24 34-25-56.4 133-51-03.6 264.1 511  9.7 

18:28:54 34-25-54.0 133-50-34.8 264.1 511  9.6 

18:30:54 34-25-51.3 133-50-13.1 259.8 511  8.7 

18:32:54 34-25-47.7 133-49-52.0 258 511  9.2 

18:33:54 34-25-45.9 133-49-41.1 257 511  9.5 

18:34:55 34-25-43.4 133-49-29.5 253.5 511 10.0 

18:35:55 34-25-40.3 133-49-17.7 252.4 511 10.5 

18:36:24 34-25-39.0 133-49-11.9 259.8 511 10.5 

18:36:55 34-25-38.4 133-49-06.1 262.5 511  5.5 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナ位置情報は、押

船列の船首から６３ｍ、船尾から１６ｍ、左舷から８ｍ、右舷から８ｍであった。また、対地針

路は真方位であり、船首方位の「511」は利用不可であることを意味している。 


